
健全化判断比率及び資金不足比率の公表ついて

　平成１９年６月に公布されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、
都道府県、市町村及び特別区は毎年度、決算に基づき健全化判断比率を算定することとなり
ました。
　また、地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、同様に資金不足比率を算定します。
　これらの比率は、監査委員の審査に付した上で、その意見を付けて議会へ報告するととも
に、町民の皆様に公表することとなりました。
　以下、平成１９年度決算に基づく本町の健全化判断比率及び公営企業における資金不足比
率を次のとおり公表します。

１　健全化判断比率

区 分 比 率 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 （注１）－％ 　　１４．５３％ 　　２０．０％

連結実質赤字比率 （注１）－％ 　　１９．５３％ 　　４０．０％

実 質 公 債 費 比 率 　　　１７．４％ 　　２５．０　％ 　　３５．０％

将 来 負 担 比 率 　　１１１．０％ 　３５０．０　％

２　資金不足比率

会 計 名 比 率 経営健全化基準 財政再生基準

病 院 事 業 会 計 （注２）－％

２０．０％上 水 道 事 業 会 計 （注２）－％

下水道事業特別会計 （注２）－％

（注１）赤字が発生していないため－と表示しています。
（注２）資金不足が発生していないため－と表示しています。
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